
第３章 本県の医療の概況

１ 人口等の概況

（１）地勢等

    本県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、津軽半島及び下北半島で陸奥湾を抱い

たような地形であり、総面積は 9,645.56km２で国土の 2.6％に当たり、全国第８位の広さを有

しています。山地と河川によって形成された平野部には、青森市、弘前市、八戸市等を中心と

した生活圏域が形成されています。また、世界遺産である白神山地や十和田八幡平国立公園を

はじめとする自然公園や数多くの温泉等豊かな自然環境に恵まれています。 

    本県の気候は、本州最北の緯度にあるため、概して冷涼型ですが、県の中央部に位置する八

甲田山をはじめとする奥羽山脈が県内を二分しているなど、海域や地形が複雑なことから、同

じ県内でも、地域によって気候が大きく異なります。中でも、冬季における津軽地方の大雪と、

夏季における太平洋側を中心とした偏東風（ヤマセ）が代表的な違いとなっています。 

     冬は、冷たく湿った空気が奥羽山脈にぶつかり津軽地方に雪を降らせる一方、太平洋側は、

      奥羽山脈が障壁となって乾燥した晴天の日が多いのが特徴です。  

     夏は、冷たく湿った偏東風（ヤマセ）が吹くため、太平洋側で低温・多湿の日が多くなりま

      す。 

（２）交通

      道路は、青森市を終点とする国道４号及び同７号が、本県の生活・産業の大動脈となってい

   るほか、東北縦貫自動車道弘前線及び同八戸線により、東京方面と結ばれています。 

       鉄道は、新青森駅から東北新幹線により東京方面と、北海道新幹線により北海道と結ばれて 

いるほか、ＪＲ奥羽本線・八戸線・五能線・大湊線・津軽線、青い森鉄道線、ＩＧＲいわて銀 

河鉄道線、弘南鉄道大鰐線・弘南線、津軽鉄道線が、それぞれ県民の通勤、通学の重要な手段

となっています。 
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    航空は、国内線が青森空港と札幌（新千歳）、東京（羽田）、名古屋（小牧）、大阪（伊丹）

の４空港間、三沢空港と札幌（丘珠）、東京（羽田）、大阪（伊丹）の３空港間で就航してい

るほか、国際線は青森空港からソウル（仁川）へ定期便（週５便）が就航しています。 

       船舶は、県内では、青森港と脇野沢・牛滝・福浦・佐井港、蟹田港と脇野沢港が結ばれてい 

   るほか、県外とは、青森港と函館港、八戸港と苫小牧港、大間港と函館港が結ばれています。

（３）人口

    本県の人口は、平成 27 年 10 月１日現在、1,308,265 人（国勢調査）で、男性 614,694 人

（47.0％）、女性 693,571 人（53.0％）となっており、全国の男性 48.7％、女性 51.3％に比

べ女性の構成比率が高くなっています。 

    人口の推移をみると、昭和 40 年以降増加傾向で推移していましたが、昭和 55 年～60 年で

横ばいとなり、昭和 60 年以降は減少傾向で推移しています。将来人口については、今後大き

く減少していくものと見込まれています。（図１） 

    年齢別の人口割合の推移をみると、15 歳以上 65 歳未満の人口の割合は横ばいの状況ですが、

15 歳未満人口の割合が低下する一方、65 歳以上の人口の割合が上昇しており、人口構造の少

子・高齢化が進行しています。今後は 15 歳以上 65 歳未満の人口の割合も低下し、65 歳以上

の人口の割合がますます上昇すると見込まれています。（図２） 

    年齢階級別・男女別人口をみると、35 歳～39 歳の年齢層よりも上の年齢階級において、女

性が男性よりも人口が多く、特に 60 歳以上の年齢層では大きく上回っています。（図３） 

図１ 青森県の人口の推移（平成 32 年以降は推計値） 

資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 25 年 3 月 

推計・中位推計） 
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図２ 青森県の年齢（３区分）別人口の割合の推移（平成 32 年以降は推計値） 

資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 25 年 3 月 

推計・中位推計） 

                ※ 割合の合計については､年齢階級別に四捨五入した結果を表示しているので､100% 

にならない場合がある｡ 

図３ 青森県の年齢階級別・男女別人口 

資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

（４）世帯 

    本県の一般世帯数は、平成 27 年 10 月１日現在、510,945 世帯（平成 27 年国勢調査）で、

平成 22 年と比べ 482 世帯(9％)の減となっており、このうち単独世帯は 153,443 世帯で 12,37

3 世帯(8.8％)の増となっています。（図４） 

        一般世帯の世帯人員割合をみると、単独世帯の割合では、本県は 30.1％と全国平均の 34.5

％に比べて低く、逆に２人以上の世帯数の割合では、４人世帯を除き全国平均を上回っていま

す。（図５） 

    一般世帯の家族類型別割合をみると、単独世帯が 30.1％（平成 22 年対比 2.5 ポイント増）、

夫婦のみの世帯が 19.2％（同 0.6 ポイント増）、夫婦と子どもから成る世帯が 22.7％（同 1.

2 ポイント減）、ひとり親と子どもから成る世帯が 11.3％（同 0.2 ポイント増）、その他の世

帯が 16.3％（同 2.5 ポイント減）となっています。（図６） 
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図４  青森県の一般世帯数の推移 

 資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

図５  青森県の一般世帯の世帯人員割合  

 資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

図６ 青森県の一般世帯の家族類型別割合の推移

  資料：総務省「平成 27 年国勢調査」 

また、本県の高齢単身世帯（65 歳以上の者 1 人のみの世帯）及び高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、

妻 60 歳以上の夫婦一組の世帯）は、平成 27 年 10 月１日現在、それぞれ 61,580 世帯（昭和 55

年対比 660%増）、59,719 世帯（昭和 55 年対比 606%増）と増えており（表１）、一般世帯に占

める高齢単身世帯、高齢夫婦世帯の割合も年々高くなっています。（図７）。 

表１ 青森県の高齢単身世帯数及び高齢夫婦世帯及び割合

   資料：総務省「国勢調査」 

年 一般世帯数
高齢単身世
帯数

高齢夫婦世
帯数

その他の世
帯数

高齢単身の
割合

高齢夫婦世
帯の割合

昭和55年 426,840 8,099 8,455 410,286 1.9 2.0

60年 442,096 11,560 12,649 417,887 2.6 2.9

平成2年 453,425 17,044 18,776 417,605 3.8 4.1

７年 480,829 23,758 27,743 429,328 4.9 5.8

12年 504,373 33,337 37,590 433,446 6.6 7.5

17年 509,107 41,801 44,764 422,542 8.2 8.8

22年 511,427 50,537 49,933 410,957 9.9 9.8

27年 509,241 61,580 59,719 387,942 12.1 11.7

一般世帯数に占める
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図７ 一般世帯に占める高齢単身・高齢夫婦・その他の世帯別の割合推移 

資料：総務省「国勢調査」 

（５）人口動態

① 出生率と死亡率

ア 出生率

      本県の出生率は減少傾向にあり、全国との比較（人口千対）では、平成 28 年は 6.7 で

全国の 7.8 を 1.1 ポイント下回っています。（図８） 

      この出生率は秋田県（5.6）、北海道、岩手県（6.6）に次いで低いものとなっています。 

(図９)                

図８ 出生率の年次推移（人口千対）   

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

図９ 全国の出生数の状況（人口千対） 

資料：厚生労働省「平成 28 年人口動態統計」

イ 死亡率

     本県の死亡率は増加傾向にあり、また全国値を上回って推移しています。平成 28 年は 

人口千対 13.4 で全国の 10.5 を 2.9 ポイント上回っており、また全国的に見ても高い方とな 

っています。(図 10、11)
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図 10 死亡率の年次推移（人口千対）

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

図 11 全国の死亡率（人口千対）の状況 

資料：厚生労働省「平成 28 年人口動態統計」 

ウ 乳児死亡率

     本県の乳児死亡率は、昭和 54 年に出生千対 9.3 と初めて 10.0 を下回り、その後、徐々に 

    減少しています。 

     平成 28 年は 2.4 で、全国平均を 0.1 ポイント上回りましたが、全体として改善傾向にあ 

ります。（図 12） 

図 12 乳児死亡率の年次推移（出生千対）

 資料：厚生労働省「人口動態統計」 

エ 新生児死亡率

     本県の新生児死亡率は、乳児死亡率と同様、徐々に減少しています。 

     平成 28 年は出生千対 0.9 で、全国と同率となり、全体として改善傾向にあります。 

（図 13） 
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図 13 新生児死亡率の年次推移（出生千対） 

 資料：厚生労働省「人口動態統計」 

② 死因

    本県の主要死因をみると、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患等の生活習慣病が上位を占めて

います。特に、悪性新生物の死亡率は増加を続け、昭和 57 年からは脳血管疾患を上回り、

死亡順位の第１位となっています。（図 14） 

図 14 青森県の主要死因死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

ア 悪性新生物

     悪性新生物による死亡率は、増加傾向にあり、平成 28 年では全国を 91.9 ポイント上回っ 

ています。（図 15）   

図 15 悪性新生物による死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

本県における悪性新生物の男女別部位別の死亡状況をみると、男性では第１位が気管、気 

管支及び肺、第２位が胃、第３位が結腸となっており、女性では、第１位が結腸、第２位が

気管、気管支及び肺、第３位が胃となっています。（図 16） 
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図 16 悪性新生物の部位別死亡割合 

         男 女 

 資料：厚生労働省「平成 28 年人口動態統計」 

イ 心疾患

     心疾患による死亡率は増加傾向にあり、平成 28 年では全国を 40.7 ポイント上回っていま 

す。（図 17）  

図 17 心疾患死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

            注 平成６・７年の心疾患の減少は、死亡診断書（死体検案書）（平成７年１月施行）における 

「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでくださ 

い」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。 

ウ 脳血管疾患

     脳血管疾患の死亡率は、本県は近年減少しているものの全国より高く推移しており、平成 

28 年では全国を 37.4 ポイント上回っています。（図 18） 

      図 18 脳血管疾患死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

エ 肺炎

     肺炎の死亡率は、本県は全国に比べ高い状況で推移しており、平成 28 年では全国を 41.0 

ポイント上回っています。（図 19） 
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図 19 肺炎死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

   オ 自殺

       自殺の死亡率は、増加と減少を繰り返し、全国に比べて高い状況で推移しており、平成 

28 年では全国を 4.2 ポイント上回っています。（図 21） 

図 21 自殺死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

カ 不慮の事故

     不慮の事故の死亡率は、全国に比べて高い状況で推移しており、平成 28 年では全国を 

11.2 ポイント上回っています。（図 22） 

図 22 不慮の事故死亡率の年次推移（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

キ 年齢階級別の死因

     年齢階級別の死因をみると、50 歳から 79 歳までの各階層において悪性新生物、心疾患 

（高血圧性を除く）、脳血管疾患が上位３位を占めています。 

     また、15 歳から 64 歳までの各階層において、「自殺」が上位となっています。（表２） 
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表２ 年齢階級別の死因（平成 28 年）  

資料：厚生労働省「平成 28 年人口動態統計」

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 肺炎 脳血管疾患 脳梗塞

5,035 2,582 1,766 1,706 1,035

390.3 200.2 136.9 132.3 80.2

循環器系の先天奇形 不慮の事故 その他の感染床及び寄生虫 周産期に特異的な呼吸障害
（同順位の死因が複数ある

ため省略）

5 3 3 3

11.6 7.0 7.0 7.0

心疾患（高血圧性を除く）
その他の血液及び造血器の疾患並びに免

疫機構の障害

1 1

2.13 2.13

自殺

1

1.8

自殺 不慮の事故 悪性新生物
（同順位の死因が複数ある

ため省略）

（同順位の死因が複数ある

ため省略）

5 5 2

8.1 8.1 3.2

自殺 不慮の事故 悪性新生物 その他の神経系の疾患
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所

見で他に分類されないもの

14 8 4 2 2

29.2 16.7 8.3 4.2 4.2

自殺 不慮の事故 悪性新生物
（同順位の死因が複数ある

ため省略）

（同順位の死因が複数ある

ため省略）

8 5 5

15.7 9.8 9.8

自殺 悪性新生物 その他の神経系の疾患 心疾患（高血圧性を除く）
（同順位の死因が複数ある

ため省略）

11 5 3 3

17.5 7.9 4.8 4.8

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 自殺 不慮の事故 脳血管疾患

20 9 7 7 5

27.4 12.3 9.6 9.6 6.9

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 自殺 脳血管疾患 不慮の事故

29 15 15 13 7

33.7 17.4 17.4 15.1 8.1

悪性新生物 自殺 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 不慮の事故

59 25 21 14 14

68.6 29.1 24.4 16.3 16.3

悪性新生物 自殺 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 不慮の事故

119 29 28 27 13

143.4 34.9 33.7 32.5 15.7

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 不慮の事故 自殺

194 47 39 23 19

213.2 51.7 42.9 25.3 20.9

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 自殺 肺炎

421 89 80 31 29

416.8 88.1 79.2 30.7 28.7

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 不慮の事故 肺炎

581 144 95 51 47

496.6 123.1 81.2 43.6 40.2

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 肺炎 その他の呼吸器系の疾患

642 158 146 88 58

802.5 197.5 182.5 110.0 72.5

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 肺炎 その他の呼吸器系の疾患

790 284 202 195 91

1053.3 378.7 269.3 260.0 121.3

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 肺炎 脳血管疾患 老衰

2,164 1,780 1,377 1,083 997

1677.5 1379.8 1067.4 839.5 772.9

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 肺炎 脳血管疾患 老衰

4,177 2,366 1,707 1,526 1,027

1041.7 590.0 425.7 380.6 256.1

数字　上段：　死亡数(実数）　　下段　死亡率（人口10万対） 

45～

49歳

50～

54歳

総　数

75～

79歳

80歳
以上

65歳

～（再

掲）

0～4

歳

5～9

歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～
74歳

－

－ －

－ －

－
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③ 平均寿命

    本県における平均寿命は、昭和 45 年には男性 67.82 歳、女性 74.68 歳で、その後年々延び 

て平成 27 年には男性 78.67 歳、女性 85.93 歳となっていますが、全国順位は最下位となって 

います。（表３） 

     表３ 平均寿命の推移 

資料：厚生労働省「都道府県別生命表」  

図 23  都道府県別平均寿命（平成 27 年） 

（男性） 

（女性） 

資料：厚生労働省「都道府県別生命表」

項目

男 女

平均寿命 順位 平均寿命 順位 平均寿命 平均寿命

年次 歳 位 歳 位 歳 歳

昭和45年 67.82 45 74.68 32 6.86 69.84 75.23 5.39

50 69.69 47 76.50 35 6.81 71.79 77.01 5.22

55 71.41 47 78.39 44 6.98 73.57 79.00 5.43

60 73.05 47 79.90 46 6.85 74.95 80.75 5.80

平成２ 74.18 47 81.49 45 7.31 76.04 82.07 6.03

7 74.71 47 82.51 46 7.80 76.72 83.22 6.50

12 75.67 47 83.69 47 8.02 77.71 84.62 6.91

17 76.27 47 84.80 47 8.53 78.79 85.75 6.96

22 77.28 47 85.34 47 8.06 79.59 86.35 6.76

27 78.67 47 85.93 47 7.26 80.77 87.01 6.24

男女差
（女－男）

全国

男 女
男女差
（女－男）

青森県
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２ 保健医療体制の概況

（１）医療関係施設

   ① 病院

     病院は、病床数が 20 床以上の医療を提供する施設で、県内には、平成 28 年 10 月１日現

在、96 施設が設置されています。 

     人口 10 万対の病院数は 7.4 で、全国の 6.7 より若干上回っています。 

     開設者別にみると、市町村の開設が、全国 7.5％に対して、本県は 24.0％と多いのが特徴 

    となっています。（表４） 

     表４  設置主体別病院数                     

資料：厚生労働省「平成 28 年医療施設調査」

② 診療所

    診療所は、病床数が 19 床以下の医療を提供する施設で、県内には、平成 28 年 10 月１日

現在、一般診療所 884 施設（うち有床診療所 157 施設）、歯科診療所 548 施設が設置されて

います。 

     人口 10 万対の施設数は、一般診療所が 68.4 で、全国の 80.0 を下回っていますが、有床 

    診療所は 12.1 で、全国の 6.0 を上回っています。また、歯科診療所は 42.4 で、全国の 

54.3 を下回っています。（表５） 

表５ 診療所数 

資料：厚生労働省「平成 28 年医療施設調査」

③ 薬局

         薬局は、薬剤師が医薬品の販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所で、平成 28 年度

衛生行政報告例（厚生労働省）によると、平成 28 年度末で全国では 58,678 施設、本県では

607 施設となっています。また、人口 10 万対薬局数は、全国平均の 46.2 に対し、本県は 46.

9 と若干上回っています（人口 10 万対は総務省統計局発表の人口推計（平成 28 年 10 月 1

日現在推計人口）による）。 

区分 総数 国
都道府
県

市町村 日赤
公的医
療機関

その他

社会保
険関係

団体

公益法
人

医療法
人

社会福
祉法人

医療生
協

その他
の法人

個人

96

(7.4)

8,442

(6.7)

（　　）は人口10万対

青森県 8 3 23 1

286 53 230 5,754

― 5 37―

全国 327 201 634 92 198 84 343 240

41 4 10

（　　）は人口10万対

(12.1) (42.4)

全国
101,529 7,629 68,940

(80.0) (6.0) (54.3)

青森県
884 157 548

(68.4)

区分
一般診療所

歯科診療所
有床
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④ その他の医療関係施設

ア 介護老人保健施設

          介護老人保健施設は、要介護認定を受けた要介護者で、病状安定期にあり、入院治療す 

るする必要はないが、リハビリテーション等の医療のケア及び日常生活の世話を必要とす 

る者を対象とした施設で、平成 29 年 4 月 1 日現在、63 施設あります。 

イ 助産所

      助産所は、助産師が助産や妊婦、新生児の保健指導等を行う施設で、平成 29 年 10 月 1 

日現在、９施設（うち分娩取扱い２施設）があります。 

    ウ 訪問看護ステーション

          訪問看護ステーションは、在宅の寝たきり老人等や難病患者、障害者等の療養者に対し 

て、医師の指示に基づき、看護師等が家庭に出向き、必要な看護サービス等の提供を行う 

施設で、平成 29 年 4 月 1 日現在、122 施設あります。 

エ 衛生検査所

      衛生検査所は、人体から排出又は採取された検体について、医療機関に代わって微生物 

     学的検査、血清学的検査等検体検査業務を行う場所として都道府県知事の登録を受けた施 

設で、平成 29 年 10 月１日現在、７施設があります。 

⑤ 病床数

     本県における医療施設の病床数は、平成 28 年 10 月１日現在、病院が 17,574 床、一般診 

    療所が 2,277 床となっています。 

     病院の病床数を病床種別にみると、療養病床及び一般病床等が 13,032 床（構成比 74.2 

％）､精神病床が 4,453 床（同 25.3％）､結核病床が 60 床（同 0.3％）、感染症病床 29 床 

（同 0.2％）となっています。 

        また、人口 10 万対の病床数を全国と比較すると、本県は病院及び一般診療所とも全国を 

    上回っており、特に一般診療所の病床は全国の約 2.2 倍となっています。（表６） 

         表６  病院・診療所別病床数            （単位：床） 

資料：厚生労働省「平成 28 年医療施設調査」 

⑥ 病床利用率

     本県における病床利用率は、療養病床を除く全ての病床が全国を下回っています。（表７） 

          表７ 病院の病床利用率              

資料：厚生労働省「平成 28 年医療施設調査・病院報告」 

療養病床及

び一般病床
精神病床 結核病床 感染症病床 一般診療所

17,574 13,032 4,453 60 29 2,277

(1359.2) (1007.9) (344.4) (4.6) (2.2) (176.1)

1,561,005 1,219,559 334,258 5,347 1,841 103,451

(1229.8) 960.8 (263.3) 4.2 (1.5) (81.5)

（　　　）は人口10万対

青森県

全国

区分 病院

内訳

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床

青森県 77.1 85.1 - 21.6 88.6 71.0

全　　国 80.1 86.2 3.2 34.5 88.2 75.2

全病床
　　　内訳
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⑦ 平均在院日数

     本県における入院患者の平均在院日数は、一般病床及び結核病床が全国より長くなってい 

ます。（表８） 

           表８ 病院の平均在院日数      

資料：厚生労働省「平成 28 年医療施設調査・病院報告」 

（２）保健関係施設

① 保健所

     平成 29 年 4 月 1 日現在、県設置６か所及び青森市、八戸市設置各１か所、計 8 か所の保

健所があり、結核、エイズなどの感染症対策、難病患者等に対する相談支援、健康増進、生

活衛生や、地域住民の保健水準の向上、精神保健などの地域保健活動を行っており、公衆衛

生の専門機関としての役割を担っています。 

② 県立精神保健福祉センター

     県立精神保健福祉センターは１か所あり、精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、

相談・指導などを行っています。 

③ 市町村保健センター

     市町村保健センターは、平成 29 年 4 月 1 日現在 32 市町村にあり、市町村における対人保

健サービスや地域住民が行う自主的な保健活動の拠点としての役割を担っています。 

④ 環境保健センター

     環境保健センターは１か所あり、公衆衛生情報の解析・提供、各種の試験検査、調査研究、 

研修指導などを行っています。 

（３）主な保健医療従事者の状況

    本県における主な保健医療従事者数（人口 10 万対）は、保健師、看護師、准看護師、作業 

療法士、管理栄養士・栄養士、診療放射線（Ｘ線）技師、臨床（衛生）検査技師及び歯科技工 

士が全国を上回っており、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、理学療法士、言語聴覚士及び歯 

科衛生士が全国を下回っています（表９）。 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床

青森県 31.4 233.8 - 79.1 139.1 18.0

全　　国 28.5 269.9 7.8 66.3 152.2 16.2

全病床
　　　内訳
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表９ 主な保健医療従事者の状況 

資料：医師、歯科医師、薬剤師 

（厚生労働省「平成 28 年医師･歯科医師･薬剤師調査」）

      保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士 

（厚生労働省「平成 28 年衛生行政報告例」） 

      理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療放射線技師、診 

療Ｘ線技師、臨床検査技師、衛生検査技師 

（厚生労働省｢平成 28 年医療施設調査・病院報告｣病院・診療所計）

３ 医療機能の概況

   県では、県内の病院、一般診療所及び歯科診療所において有する医療機能の現状を把握するた

めに、公益社団法人青森県医師会及び一般社団法人青森県歯科医師会に委託して「青森県医療機

能調査」（平成 29 年２月１日調査日）を実施しました。その概要は次のとおりです。（表 10）

（１）病院における悪性新生物治療の実施状況 

    平成 28 年１月１日～12 月 31 日において、治療等の実績のある病院の数は次のとおりです。

（調査対象 86 施設、回答 86 施設。うち、「がんの治療を行っている」と回答した 38 施設の

治療状況。（ ）内は 38 施設中の治療実施割合） 

① 肺がん 

肺がんに対する治療は、「化学療法」が 18 施設(47.4％)、「分子標的治療」が 15 施設

（39.5％）、「放射線療法(その他）」が９施設(23.7％)、「放射線療法(定位体幹部放射

線治療)」が８施設(21.1％)、「手術(開胸)」が７施設(18.4％)、「手術(胸腔鏡)」が６

施設(15.8％)で実施されています。 

実数 人口10万対 実数 人口10万対

医師 2,563 198.2 304,759 240.1

歯科医師 734 56.8 101,551 80.0

薬剤師 1,856 143.5 230,186 181.3

保健師 636 49.2 51,280 40.4

助産師 326 25.2 35,774 28.2

看護師 12,789 989.1 1,149,397 905.5

准看護師 5,262 407.0 323,111 254.6

理学療法士 588 45.5 74,235 58.5

作業療法士 552 42.7 43,884 34.6

言語聴覚士 123 9.6 15,123 11.9

管理栄養士・栄養士 265 20.5 27,015 21.3

診療放射線（Ｘ線）技師 477 36.9 44,524 35.1

臨床（衛生）検査技師 574 44.4 55,162 43.5

歯科衛生士 870 67.3 123,831 97.6

歯科技工士 564 43.6 34,640 27.3

青森県 全国
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②  胃がん 

           胃がんに対する治療は、「化学療法」が 30 施設(78.9％)、「内視鏡的粘膜切除術 

（EMR）」が 26 施設(68.4％)、「手術(開腹)」が 26 施設(68.4％)、「分子標的治療」が 

22 施設（57.9％）、「内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）」が 20 施設（52.6％）、「手術

(腹腔鏡)」が 19 施設(50.0％)、「放射線療法（その他）」が 11 施設(28.9％)で実施さ

れています。 

③ 大腸がん(直腸・結腸） 

           大腸がんに対する治療は、「化学療法」が 29 施設(76.3 ％)、「内視鏡的粘膜切除術 

（EMR）」が 27 施設(71.1％) 、「手術(開腹)」が 25 施設(65.8％)、「分子標的治療」が 

23 施設（60.5％）、「手術(腹腔鏡)」が 21 施設(55.3％)、「内視鏡的粘膜下層剥離術 

（ESD）」が 14 施設（36.8％）、「肝・肺転移に対する手術」が 12 施設（31.6％）、 

「放射線療法（その他）」が 11 施設(28.9％)で実施されています。 

④ 肝がん 

           肝がんに対する治療は、「化学療法」が 23 施設（60.5％）、「分子標的治療」が 15 施

設（39.5％）、「手術(肝切除）」が 14 施設(36.8％)、「ラジオ波焼灼療法(RFA)」が 14

施設(36.8％)、「肝動脈栓塞術(TAE)」が 14 施設(36.8％)、「肝動化学療法(TAI)」が 11

施設(36.8％)、「経皮的エタノール注入療法(PEIT)」が 10 施設(26.3％)、「放射線療法」

が９施設（23.7％）、「肝移植」が１施設(2.6％)で実施されています。 

⑤ 乳がん 

           乳がんに対する治療は、「化学療法」が 29 施設（76.3％）、「手術（切除術）」が 25

施設（65.8％）、「ホルモン療法」が 24 施設(63.2％)、「分子標的治療」が 23 施設 

(60.5％)、「放射線療法」が 10 施設(26.3％)、「手術（乳房再建術）」が８施設 

（21.1％）で実施されています。 

⑥ 子宮がん 

           子宮がんに対する治療は、「手術」が 11 施設(28.9％)、「化学療法」が 11 施設 

(28.9％)、「ホルモン療法」が９施設(23.7％)、「放射線療法(外照射）」が７施設 

(18.4％)、「放射線療法（小線源腔内照射）」が３施設(7.9％)で実施されています。 
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表 10 病院におけるがん診療の実施状況 

資料：青森県「平成 28 年度青森県医療機能調査」 

（２）歯科診療所における各種診療等の実施状況

   ① 歯科診療に対する診療取扱状況は、「一般歯科診療」が 499 施設（回答数である 507 施設 

に対して 98.4％。以下同じ。）、「小児歯科診療」が 394 施設（77.7％）、「歯科口腔外

科診療」が 279 施設（55.0％）、「矯正歯科診療」が 178 施設（35.1％）となっています。 

   ② 手術等の実施状況では、「埋伏歯抜歯手術」が 335 施設 66.1％）、「歯周外科手術」が 

204 施設（40.2％）、「根端切除手術」が 175 施設（34.5％）、「インプラント治療」が 

101 施設（19.9％）、「歯牙移植術」が 67 施設(13.2％）、「骨折・顎骨手術」が 12 施設 

（2.4％）で実施されています。 

がんの標準的治療

①

津軽

圏域

②

八戸

圏域

③

青森

圏域

④

西北

五圏

域

⑤

上十

三圏

域

⑥

下北

圏域 計

実施割

合（38施

設中）

①～③の

圏域の占

める割

合%

１　肺がんの治療機能 4 6 3 1 3 1 18 47.4 72.2

4 4 2 1 3 1 15 39.5 66.7

3 3 1 0 2 0 9 23.7 77.8

2 2 1 0 2 1 8 21.1 62.5

3 2 1 0 1 0 7 18.4 85.7

3 1 1 0 1 0 6 15.8 83.3

２　胃がんの治療機能 8 7 5 4 5 1 30 78.9 66.7

7 6 4 3 5 1 26 68.4 65.4

8 6 4 2 5 1 26 68.4 69.2

5 6 3 2 5 1 22 57.9 63.6

6 5 4 1 3 1 20 52.6 75.0
6 3 2 2 5 1 19 50.0 57.9

3 3 2 0 2 1 11 28.9 72.7

３　大腸がんの治療機能 8 7 5 3 5 1 29 76.3 69.0

7 6 5 2 5 2 27 71.1 66.7

8 5 4 2 5 1 25 65.8 68.0

6 6 3 2 5 1 23 60.5 65.2

6 4 3 2 5 1 21 55.3 61.9

3 4 3 1 2 1 14 36.8 71.4

4 2 2 1 2 1 12 31.6 66.7

3 3 2 0 2 1 11 28.9 72.7

４　肝がんの治療機能 6 5 5 1 5 1 23 60.5 69.6

3 3 2 1 5 1 15 39.5 53.3

2 3 3 1 4 1 14 36.8 57.1

4 3 3 0 3 1 14 36.8 71.4

4 3 3 0 3 1 14 36.8 71.4

3 3 2 0 3 0 11 28.9 72.7

3 2 3 0 1 1 10 26.3 80.0
1 3 2 0 2 1 9 23.7 66.7
1 0 0 0 0 0 1 2.6 100.0

５　乳がんの治療機能 8 8 4 3 5 1 29 76.3 69.0

7 7 4 2 4 1 25 65.8 72.0

7 8 2 1 5 1 24 63.2 70.8

5 7 3 2 5 1 23 60.5 65.2

2 3 2 0 2 1 10 26.3 70.0

4 3 1 0 0 0 8 21.1 100.0

６　子宮がんの治療機能 3 2 2 1 2 1 11 28.9 63.6
3 1 3 1 2 1 11 28.9 63.6

2 2 1 1 2 1 9 23.7 55.6

1 1 2 0 2 1 7 18.4 57.1

1 1 1 0 0 0 3 7.9 100.0

4　放射線療法（体幹部定位放射線治療）

診療内容

5　手術（開胸）

6　手術（胸腔鏡）

1　化学療法

2　分子標的治療

5　手術（腹腔鏡）

3　放射線療法（その他）

2　内視鏡的粘膜切除術（ＥＭＲ)

5　内視鏡的粘膜下層剥離（ＥＳＤ)

3　手術（開腹）

6　手術（腹腔鏡）

1　化学療法

4　分子標的治療

7　放射線療法（その他）

2　内視鏡的粘膜切除術（ＥＭＲ)

6　内視鏡的粘膜下層剥離（ＥＳＤ)

3　手術（開腹）

9　肝移植

1　化学療法

4　分子標的治療

8　放射線療法（その他）

7　肝・肺転移に対する手術

3　手術（肝切除）

7　経皮的エタノール注入療法（ＰＥＩT)

4　ラジオ波焼灼両方（ＲＦＡ)

5　肝動脈栓塞術（ＴＡＥ)

6　肝動注化学療法（ＴＡＩ)

8　放射線療法

1　化学療法

2　化学療法

2　分子標的治療

2　手術（切除術）

6　手術（乳房再建術）

5　放射線療法

3　ホルモン療法

1　化学療法

4　分子標的治療

1　手術

4　放射線療法（外照射）

5　放射線療法（小線源腔内照射）

3　ホルモン療法
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      ③  保健事業の実施状況では、「歯科健康診査」が 463 施設（91.3％）、「フッ化物歯面塗 

布」が 391 施設（77.1％）、「予防填塞（シーラント）」が 284 施設（56.0％）、「フッ

化物洗口の指導」が 197 施設（38.9％）で実施されています。（表 11） 

表 11 歯科診療所における疾患別診療の実施状況 

資料：青森県「平成 28 年度青森県医療機能調査」 

４ 患者の受療状況

（１）患者数

     平成 26 年 10 月 21 日(火)～24 日(金)の期間のうち、各医療機関に指定した１日における

国民の受療状況をまとめた厚生労働省の「平成 26 年患者調査」によると、県内に住所を有す

る者が医療機関で受療（県外で受療したものを含む。）した数は、入院 14.6 千人、外来 76.

6 千人、総数 91.2 千人となっています。これは、調査を実施した特定の１日において、県民

の約 

14.5 人に 1 人が県内の医療施設で受療したことになります（人口を青森県推計人口 1,321,000

人（総務省統計局推計人口）とした場合）。 

   ① 施設種類・性・年齢階級別患者数 

    ア 総数（入院・外来患者数）

      平成 26 年調査の総数 91.2 千人について施設の種類別にみると、病院 33.0 千人（総数 

     の 36.2%）、一般診療所 46.9 千人(同 51.4%)、歯科診療所 11.3 千人(同 12.4%)となって 

います。 

 性別にみると、男性 38.5 千人（同 42.2%）、女性 52.7 千人（同 57.8%）で女性が多く 

     なっています。 

年齢階級別にみると、65 歳以上では 46.4 千人（同 50.9%）となっています。 

            年次推移では、患者数が最も多かった平成５年（入院 21.2 千人、外来 98.1 千人、総数 

診療取扱状況

津軽
圏域

八戸
圏域

青森
圏域

西北五
圏域

上十三
圏域

下北
圏域

合計
実施割合（回

答施設507施

設中）%

一般歯科診療 120 123 132 41 61 22 499 98.4
小児歯科診療 105 93 100 33 48 15 394 77.7

歯科口腔外科診療 70 73 71 22 36 7 279 55.0
矯正歯科診療 43 49 41 12 28 5 178 35.1

手術等実施状況

津軽
圏域

八戸
圏域

青森
圏域

西北五
圏域

上十三
圏域

下北
圏域

合計
実施割合（回

答施設507施

設中）%

埋伏歯抜歯手術 80 85 89 26 45 10 335 66.1
歯周外科手術 51 53 53 15 25 7 204 40.2
歯根端切除手術 41 43 45 13 29 4 175 34.5
インプラント治療 24 25 27 8 13 4 101 19.9
歯牙移植術 20 20 15 3 7 2 67 13.2

骨折・顎骨手術 2 5 1 1 2 1 12 2.4
保健事業実施の状況

津軽
圏域

八戸
圏域

青森
圏域

西北五
圏域

上十三
圏域

下北
圏域

合計
実施割合（回

答施設507施

設中）%

歯科健康診査 113 110 125 39 58 18 463 91.3
フッ化物歯面塗布 97 88 116 32 48 10 391 77.1

予防填塞（シーラント） 69 71 80 19 38 7 284 56.0
フッ化物洗口の指導 53 45 52 13 27 7 197 38.9
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          119.3 千人）と比較すると、76.4％に減っています。（表 12） 

イ 入院患者数

      入院患者 14.6 千人について施設の種類別にみると、病院 13.8 千人（入院患者総数の 

94.5%）、一般診療所 0.8 千人（同 5.5%）となっています。 

      性別にみると、男性 6.6 千人（同 45.2%）、女性 8.0 千人（同 54.8%）で女性が多く、 

年齢階級別にみると、65 歳以上では 9.9 千人（同 67.8%）となっています。 

      年次推移では、患者総数が最も多かった平成２年（21.5 千人）と比較すると、67.9％

に減っています。一般診療所では、平成５年（3.4 千人）と比較すると 23.5％に減ってい

ます。（表 12、13） 

ウ 外来患者数

      外来患者 76.6 千人について施設の種類別にみると、病院 19.2 千人（外来患者総数の 

25.1%）、一般診療所 46.1 千人（同 60.1%）、歯科診療所 11.3 千人（同 14.8%）となって 

います。 

      性別にみると、男性 31.9 千人（同 41.6%）、女性 44.7 千人（同 58.4%）で女性が多く、 

年齢階級別にみると、65 歳以上では 36.5 千人（同 47.7%）となっています。 

      年次推移では、患者数が最も多かった平成５年（98.1 千人）と比較すると、78.1％に 

減っています。病院では、平成８年（30.7 千人）と比較すると 62.5％に減っています。

（表 12、13）     

         表 12 患者数  入院・外来－施設－年次別（千人） 

資料：厚生労働省「患者調査」 

総数 病院 一般診療所 総数 病院 一般診療所 歯科診療所

昭和62年 20.2 17.2 3.0 90.1 23.6 52.3 14.2

平成2年 21.5 18.2 3.3 97.2 26.8 56.6 13.8

5年 21.2 17.9 3.4 98.1 26.7 57.2 14.2

8年 19.6 16.8 2.8 96.8 30.7 53.2 12.9

11年 19.3 16.8 2.5 92.7 28.7 50.9 13.1

14年 17.6 15.3 2.3 87.2 27.2 49.5 10.5

17年 18.0 16.0 1.9 87.5 22.9 51.4 13.2

20年 16.5 14.9 1.6 82.5 20.8 48.3 13.4

23年 15.5 14.3 1.2 85.6 20.0 53.9 11.7

26年 14.6 13.8 0.8 76.6 19.2 46.1 11.3

入院 外来
区分
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表 13 患者数  入院・外来－性－年齢階級別（千人） 

※ 千人単位のため、男女の合計と総計が一致しない場合がある。 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

（２）受療率(人口 10 万人に対する患者数)

    本県における入院・外来を合わせた受療率は、人口 10 万人当たり 6,901 で、最も多い平成 

   8 年(7,848)より 947 減少しました。入院、外来別でみると、入院 1,103、外来 5,798 で、平成

8 年（入院 1,322、外来 6,536）より入院は 219 減少し、外来は 738 減少しています。(表 14) 

表 14  受療率  入院－外来・年次別（人口 10 万対） 

 資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

①施設種類別受療率

ア 入院受療率

      入院について、施設の種類別にみると、病院 1,042（入院患者総数の 94.5％）、一般診

療所 61（同 5.5％）となっています。 

      全国の状況は、病院は 1,002（同 96.5％）、一般診療所は 36（同 3.5％）であり、本県

では、病院及び一般診療所は全国の受療率を上回っています。（図 24） 

イ 外来受療率

          外来について、施設の種類別にみると、病院 1,454（外来患者総数の 25.1％）、一般診

療所 3,489（同 60.2％）、歯科診療所は 854（同 14.7％）となっています。 

      全国の状況は、病院は 1,292（同 22.7％）、一般診療所は 3,331（同 58.5％）、歯科診

療所は 1,073（同 18.8％）であり、本県では、病院及び一般診療所は全国の受療率を上回

っています。（図 25） 

平成８年 平成１１年 平成１４年 平成１７年 平成２０年 平成２３年 平成２６年

7,848 7,590 7,137 7,342 7,112 7,414 6,901
入院 1,322 1,306 1,202 1,253 1,186 1,136 1,103
外来 6,526 6,284 5,935 6,089 5,926 6,277 5,798

総数
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図 24  入院受療率の推移  施設種類別・全国－青森県（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

図 25  外来受療率の推移  施設種類別・全国－青森県（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

②性・年齢階級別受療率 

ア 入院受療率

       入院受療率について性別でみると、男性 1,064、女性 1,138 とほぼ同率になっていま 

す。年齢階級別にみると、加齢とともに上昇傾向を示し、75 歳以上が 3,567 と最も高 

くなっています。（表 15） 

       また、全国と比較すると、５歳～64 歳までの年齢階級において全国を上回っていま

すが、75 歳以上では全国の 4,205 に対し、本県は 3,567 と大きく下回っています。 

（図 26） 
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イ 外来受療率

       外来受療率について性別でみると、男性 5,147、女性 6,373 と女性が高くなっていま 

す。年齢階級別にみると、０～４歳から下降し 15～24 歳で 2,333 と最も低下しますが、 

この後 40 歳代後半から上昇し 75 歳以上が 10,306 と最も高くなっています。（表 15） 

       また、全国と比較すると、５歳～44 歳までの年齢階級はほぼ同じ状況ですが、０～

４歳の年齢階級において、全国を大きく上回っています。（図 27） 

図 26 年齢階級別入院受療率  全国－青森県（人口 10 万対） 

                                     資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

図 27 年齢階級別外来受療率  全国－青森県（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 
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表 15  年齢階級別受療率 入院－外来・性別（人口 10 万対）

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」

③ 傷病分類別受療率

ア 入院受療率 

       入院受療率について傷病別にみると、「精神及び行動の障害」が 223、「循環器の疾 

患」が 191、「新生物」が 143 の順で高くなっています。 

       全国と比較すると、「新生物」(本県 143、全国 114)、「精神及び行動の障害」(本県 

223、全国 209)のほか複数分類において高くなっており、「損傷、中毒及びその他の外 

因の影響」(本県 96、全国 103)などが低くなっています。 

       施設種類別ごとでは、病院では、「精神及び行動の障害」が 223（21.4％）、「循環 

器系の疾患」が 191（17.3％）、「新生物」が 143（13.0％）の順で高く、一般診療所 

          では、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」が 11 で 18.0％と高くなっています。 

（図 28、表 16） 

イ 外来受療率 

       外来受療率について傷病別にみると、「循環器系の疾患」が 904、「消化器系の疾患」

が 782、「筋骨格系及び結合組織の疾患」702 の順で高くなっています。 

       全国と比較すると、「循環器系の疾患」(本県 904、全国 734)、「筋骨格系及び結合 

組織の疾患」(本県 702、全国 691)、「呼吸器系の疾患」(本県 562、全国 526)、「眼 

及び付属器の疾患」（本県 274、全国 260）のほか複数分類において高くなっており、 

「消化器系の疾患」(本県 782、全国 1,031)、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」 

（本県 196、全国 241）などが低くなっています。 

       施設種類別ごとでは、病院では、「循環器系の疾患」が 207（14.2％）、「筋骨格系

及び結合組織の疾患」が 184（12.7％）、「新生物」174（12.0％）の順で高く、一般

診療所では、「循環器系の疾患」が 697（20.0％）、「筋骨格系及び結合組織の疾患」

が 519（14.9％）、「呼吸器系の疾患」が 483（13.8％）の順で高くなっています。

（図 29、表 16） 
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図 28 傷病分類別入院受療率 全国－青森県（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

図 29 傷病分類別外来受療率 全国－青森県（人口 10 万対） 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 
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表 16  傷病分類別受療率  入院－外来・施設別（人口 10 万対） 

※ 千人単位のため各項目の合計が総数と合わない場合がある 

資料：厚生労働省「平成 26 年患者調査」 

④ 二次保健医療圏（患者の住所地）別入院受療率

     県では、県内の医療施設における患者の受療動向を把握するため、「平成 28 年度青森県 

受療動向調査」（平成 28 年 10 月 27 日（休診の場合は翌 28 日調査。）を実施しました。

（回答率：病院 100%、一般診療所 93.2%、歯科診療所 93.9％）。 

     入院の受療率は、県全体で 1,113 であり、二次保健医療圏（患者住所地）別にみると、 

①西北五地域 1,181、②青森地域 1,113、③八戸地域 1,098、④津軽地域 1,040、⑤下北地域 

1,015、⑥上十三地域 1,007 の順になっています。（図 30） 

図 30 二次保健医療圏（患者住所地）別にみた入院受療率（人口 10 万対） 

                資料：青森県「平成 28 年度青森県受療動向調査」 
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（３）患者の動向

① 二次保健医療圏別にみた入院患者の動向 

       入院患者の動向を二次保健医療圏別にみると、圏域外の患者が流入する割合では、①津 

軽地域 20.2%、②青森地域 16.8%、③八戸地域 14.3%、④上十三地域 13.7%、⑤下北地域 

3.0%、⑥西北五地域 2.0%の順となっており、その流入元をみると、隣接した地域からの

流入が多くなっていますが、八戸地域では県外からの流入が多くなっています。（表 17） 

       また、圏域外へ流出する割合では、①西北五地域30.1%、②上十三地域26.5%、③下北地

域25.3%、④青森地域5.8%、⑤津軽地域5.3％及び八戸地域5.3%となっており、その流出先

をみると、西北五地域からは津軽地域へ、上十三地域からは八戸地域へ、下北地域からは

青森地域への流出が多くなっています。（表18） 

表17 施設所在地（二次保健医療圏）からみた入院患者の動向 

 資料：青森県「平成 28 年度青森県受療動向調査」 

表 18 患者住所地（二次保健医療圏）からみた入院患者の動向 

資料：青森県「平成 28 年度青森県受療動向調査」 

② 患者の住所地（市町村）からみた入院患者の動向

     患者がどの地域の医療施設に入院したか、住所地の市町村ごとにみると、多くは自らの二 

次保健医療圏内で入院していますが、その割合は圏域間で大きく異なります。 

     大規模な医療機関や高度医療を担う医療機関の多い津軽地域、八戸地域、青森地域の各保 

健医療圏では、圏域内のどの市町村も概ね 90％以上の患者が自圏域内の医療施設で入院し 

ていますが、西北五地域、上十三地域、下北地域の各保健医療圏では、市町村ごとの自圏域 

内における入院は概ね 80％以下となっており、また、市町村ごとでも高低差があります。 

（表 19、図 31） 
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表 19 患者住所地（市町村）からみた入院患者の動向 

資料：青森県「平成 28 年度青森県受療動向調査」 

（単位：％）

施設住所地 率 施設住所地 率 施設住所地 率 施設住所地 率 施設住所地 率

　弘　前　市　 弘前市 92.2 青森市 3.7 黒石市 1.9 板柳町 0.8 藤崎町 0.5

　黒　石　市　 黒石市 55.0 弘前市 30.3 青森市 7.1 藤崎町 3.7 平川市 3.1

　平　川　市　 弘前市 63.3 黒石市 17.3 平川市 11.8 青森市 4.6 藤崎町 2.0

　西目屋　村　 弘前市 94.7 青森市 5.3

　藤　崎　町　 弘前市 62.4 藤崎町 27.4 青森市 7.0 黒石市 2.5 五所川原 0.6

　大　鰐　町　 弘前市 70.3 大鰐町 16.9 黒石市 5.1 青森市 5.1 平川市 1.7

　田舎館　村　 弘前市 63.2 黒石市 23.7 藤崎町 7.9 青森市 5.3

　板　柳　町　 弘前市 62.5 板柳町 23.5 藤崎町 4.4 青森市 3.7 五所川原 2.9

　八　戸　市　 八戸市 95.5 おいらせ町 1.6 三沢市 1.1 青森市 0.7 弘前市 0.5

　おいらせ町　 八戸市 47.5 おいらせ町 27.8 三沢市 15.2 十和田市 8.1 青森市 1.0

　三　戸　町　 八戸市 53.5 三戸町 22.8 南部町 18.1 青森市 2.4 十和田市 1.6

　五　戸　町　 五戸町 44.1 八戸市 34.2 十和田市 10.8 三沢市 4.1 おいらせ町 3.6

　田　子　町　 八戸市 56.1 三戸町 28.8 南部町 13.6 十和田市 1.5

　南　部　町　 八戸市 63.1 南部町 33.0 三沢市 1.9 三戸町 1.0 五戸町 0.5

　階　上　町　 八戸市 91.9 三沢市 4.0 青森市 2.4 弘前市 1.6

　新　郷　村　 八戸市 39.0 五戸町 31.7 十和田市 22.0 南部町 4.9 三戸町 2.4

　青　森　市　 青森市 93.7 弘前市 3.5 黒石市 1.1 藤崎町 0.9 八戸市 0.4

　平　内　町　 青森市 56.7 平内町 39.2 弘前市 2.1 野辺地町 1.0 十和田市 0.5

  外ヶ浜　町　 青森市 80.0 外ヶ浜町 20.0

　今　別　町　 青森市 69.8 外ヶ浜町 27.9 弘前市 2.3

　蓬　田　村　 青森市 78.8 外ヶ浜町 21.2

　五所川原市　 五所川原 64.5 弘前市 16.0 青森市 10.9 つがる市 6.4 板柳町 1.0

　つがる　市　 五所川原 39.7 つがる市 37.1 弘前市 13.9 青森市 6.7 鰺ヶ沢町 0.9

　鰺ヶ沢　町　 鰺ヶ沢町 38.3 弘前市 27.5 五所川原 20.8 つがる市 7.5 青森市 5.0

　深　浦　町　 弘前市 37.0 五所川原 21.9 鰺ヶ沢町 17.8 青森市 16.4 つがる市 6.8

　鶴　田　町　 五所川原 35.9 弘前市 27.5 つがる市 16.0 板柳町 9.9 青森市 9.2

　中　泊　町　 五所川原 67.8 青森市 16.4 弘前市 13.7 つがる市 2.1

　十和田　市　 十和田市 78.7 八戸市 12.4 青森市 2.9 弘前市 2.5 三沢市 1.5

　三　沢　市　 三沢市 53.4 八戸市 26.5 十和田市 14.0 青森市 2.8 弘前市 1.4

　野辺地　町　 野辺地町 37.5 青森市 31.3 十和田市 16.8 東北町 9.6 弘前市 1.4

　七　戸　町　 十和田市 38.4 七戸町 27.7 青森市 13.2 八戸市 6.9 東北町 5.0

　六　戸　町　 十和田市 58.8 三沢市 17.5 八戸市 15.5 おいらせ町 4.1 弘前市 2.1

　横　浜　町　 東北町 28.6 野辺地町 23.2 青森市 16.1 十和田市 14.3 むつ市 12.5

　東　北　町　 十和田市 30.4 東北町 22.9 八戸市 11.7 三沢市 9.3 野辺地町 8.4

　六ヶ所　村　 八戸市 22.6 十和田市 20.4 青森市 15.1 三沢市 14.0 野辺地町 12.9

　む　つ　市　 むつ市 75.7 青森市 14.3 弘前市 3.3 十和田市 3.1 八戸市 2.3

　大　間　町　 大間町 43.1 むつ市 41.2 青森市 11.8 八戸市 3.9

　東　通　村　 むつ市 62.7 青森市 15.7 十和田市 11.8 弘前市 3.9 八戸市 3.9

　風間浦　村　 むつ市 33.3 青森市 23.8 大間町 14.3 弘前市 9.5 八戸市 4.8

　佐　井　村　 むつ市 40.6 大間町 37.5 青森市 15.6 弘前市 6.3

　　北　海　道 八戸市 33.3 青森市 33.3 十和田市 16.7 弘前市 8.3 三沢市 8.3

　　岩　手　県 八戸市 88.6 南部町 4.4 弘前市 2.6 十和田市 1.7 三沢市 1.3

　　秋　田　県 弘前市 84.4 青森市 11.5 黒石市 2.1 大鰐町 1.0 十和田市 1.0

　　その他の県 八戸市 38.0 青森市 23.9 弘前市 15.2 十和田市 5.4 三沢市 4.3
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図 31 患者住所地（市町村別）からみた医療依存の動向 

医療の依存状況（入院）
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資料：青森県「平成 28 年度青森県受療動向調査」 
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５ 県民の意識 

    医療や健康に関する県民の関心は非常に高くなっています。「青森県民の意識に関する調査（１

万人アンケート）」（平成 25 年４月）によると、次のとおりです。 

（１）生活局面の重要度

     生活局面の「重要度」について、49 の局面を設定し、「重要である」、「やや重要である」、

「どちらともいえない」、「あまり重要でない」、「重要でない」の 5段階及び「わからない」に

 より回答を求めたところ、「豊かな自然やきれいな水と空気が保たれていること」や「新鮮で安

 全な食品が買えること」などの重要度が 90％を超え高くなっており、「病気のときに適切な診 

断や治療が受けられること」は 87.8％となっています。 

   他方、「重要である」「やや重要である」と回答した割合の合計が最も低いのは「インターネッ 

トや携帯電話などを利用し、暮らしが便利であること」で 58.8%、次いで「海外との交流や協力 

活動が活発であること」が 60.1%、「都市と農山漁村の住民がお互いに行き来し、交流が活発で 

あること」60.3%などとなっています。（表 21） 

（２）生活局面の満足度

      生活局面の「満足度」について、49 の局面を設定し、「満たされている」、「やや満たさ 

れている」、「どちらともいえない」、「あまり満たされていない」の 5 段階及び「わからな 

い」により回答を求めたところ、「満たされている」「やや満たされている」と回答した割合

の合計が最も高いのは「新鮮で安全な食品が買えること」で 66.1%、次いで「豊かな自然やき

れいな水と空気が保たれていること」で 64.7%、「病気のときに適切な診断や治療が受けられ

ること」が 51.1%などとなっています。 

   他方、「満たされている」「やや満たされている」と回答した割合の合計が最も低いのは「就

職や再就職がしやすいこと」で 5.3%、次いで「新たに事業を起こしたり、地域の活性化に取

り組む人材が育成されていること」が 6.2%、「企業誘致などによって働く場が生み出されるこ

と」が 7.4%などとなっています。（表 22） 
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表 21  生活局面の現状認識（重要度）

30.7 
28.8 

33.4 
31.3 
31.4 

36.1 
38.4 
40.2 

36.1 
39.9 

51.5 
46.9 

40.5 
43.8 
44.6 

49.8 
46.5 
47.8 

51.5 
40.2 

49.9 
51.0 

58.0 
50.6 

54.1 
45.6 

54.8 
54.1 

68.3 
54.8 

59.4 
72.8 

60.4 
53.3 

64.0 
57.6 

55.1 
72.5 

60.6 
61.1 

59.2 
66.8 

75.5 
75.8 

64.2 
72.9 
76.1 

73.7 
78.2 

28.1 
31.3 

26.9 
29.5 
30.9 

27.7 
27.5 

28.8 
33.4 

30.4 
19.5 

25.0 
32.7 
29.5 
29.8 

24.7 
28.0 
27.3 

23.7 
35.1 

26.4 
25.4 

18.3 
26.4 

23.0 
31.9 

23.7 
24.6 

11.9 
25.5 

21.4 
8.5 

21.0 
28.6 

19.1 
25.8 

28.3 
12.1 

24.6 
24.4 
26.5 

19.5 
12.3 
12.7 

24.8 
17.3 

14.9 
18.1 

14.8 

20.9 
21.5 
20.1 
20.9 
18.1 

19.3 
17.6 

15.4 
16.9 
14.1 

10.0 
13.7 
14.2 
14.4 
13.3 
12.0 
12.5 
11.5 
11.5 
13.3 
11.5 
11.6 
9.1 
11.1 
8.9 
11.8 
9.7 
8.5 
6.5 
9.7 
8.2 
6.6 
8.1 
9.1 
6.8 
7.4 
9.1 
5.3 

7.8 
7.9 
7.4 
6.3 
3.3 
4.9 
5.4 
4.0 
2.9 
3.3 
2.7 

16.9 
14.8 
16.0 
14.5 
16.1 
12.9 
13.1 
11.4 
10.3 

12.4 
13.9 

10.7 
9.1 
8.8 
8.6 

10.0 
9.9 
9.7 

6.0 
8.2 
8.7 
8.8 

10.9 
7.4 

10.6 
7.5 

7.7 
6.2 
8.9 

6.6 
7.7 
8.8 
7.0 
5.7 
6.5 
6.2 
4.6 

6.9 
3.8 
3.9 
4.3 
4.0 

2.1 
3.5 
2.4 
2.9 
3.2 
2.0 
1.3 

3.4 
3.6 
3.6 
3.8 
3.5 
4.0 
3.4 
4.2 
3.3 
3.2 

5.1 
3.7 
3.5 
3.5 
3.7 
3.5 
3.1 
3.7 

7.3 
3.2 
3.5 
3.2 
3.7 
4.5 
3.4 
3.2 
4.1 

6.6 
4.4 
3.4 
3.3 
3.3 
3.5 
3.3 
3.6 
3.0 
2.9 
3.2 
3.2 
2.7 
2.6 
3.4 

6.8 
3.1 
3.2 
2.9 
2.9 
2.9 
3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネットや携帯電話などを利用し、暮らしが便利であること

海外との交流や協力活動が活発であること

都市と農山漁村の住民がお互いに行き来し、交流が活発であること

ボランティア・NPO活動や地域活動がしやすいこと
商品・サービスへの不満や苦情について相談できるところがあること

自然の大切さを体験する機会が充実していること

職場や家庭・地域において男女がともにわかち合い、支え合う男女…

県外や海外から観光客が多く訪れること

芸術や文化にふれることができる環境があること

新幹線、飛行機、フェリーなどを使って旅行や出張がしやすいこと

家庭内暴力や児童虐待などについて相談しやすいこと

地元企業が医療・健康・福祉や環境・エネルギーなど新たな分野で…

生涯を通じて教養を高め、趣味を広げられること

地域住民が協力して青少年育成に取り組んでいること

県内の観光地や観光施設が充実していること

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用が進んでいること

青森県産の農林水産物や加工品などが県外や海外で売られていること

森林・農地や漁港の整備などを通して環境の保全・再生が進められ…

イライラやストレスなど精神的緊張が少ないこと

スポーツを楽しむことができる環境があること

省エネルギーが進んでいること

新たに事業を起こしたり、地域の活性化に取り組む人財が育成され…

原子力関係施設の安全性に関する情報を知りたいときに入手できる…

農林水産物の生産や加工が活発であること

農林水産業を支える担い手や組織がいること

子どもが青森の歴史や文化を学ぶ教育を受けられること

障害者が自立して生活できること

病気の予防や健康の相談・指導が受けやすいこと

安心して子どもを産み育てられる環境が整っていること

障害のある児童生徒に適した教育上の支援がなされること

地元の企業が活発に活動していること

原子力関連施設の安全が確保されていること

自分に適したやりがいのある仕事ができること

県内の道路が便利で移動しやすいこと

企業誘致などによって働く場が生み出されること

バス、電車などで、通勤、通学、買い物などがしやすいこと

ごみの減量、リサイクルが進んでいること

就職や再就職がしやすいこと

高齢者や障害者をはじめ誰もが安心して外出できること

高齢者が元気でいきいきと生活できること

近くの商店街などで買い物ができること

子どもが能力を伸ばせる教育を受けられること

病気のときに適切な診断や治療が受けられること

地震、台風、津波などに対する防災と被災後の対策がしっかりして…

公園や下水道など身のまわりの生活環境が整備されていること

雪が積もっても、安心して快適に暮らせること

犯罪や交通事故に巻き込まれることを心配せずに安心して暮らせる…

新鮮で安全な食品が買えること

豊かな自然やきれいな水と空気が保たれていること

生活局面の現状認識（重要度）

重要である やや重要である

どちらともいえない あまり重要でない・重要でない・わからない

無効・無回答
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表 22  生活局面の現状認識（充足度） 

1.6 
1.2 
1.7 
1.6 
1.6 
1.7 
2.1 
2.4 
3.2 
2.1 
2.2 
2.4 
2.6 
3.0 
2.3 
2.5 
2.7 
2.6 
2.4 

5.9 
3.3 
2.9 
4.5 
2.9 
4.2 
5.3 
3.6 
3.4 
3.9 
4.8 
5.2 
5.3 
5.5 
6.3 
7.9 
8.3 
9.6 
10.7 
8.7 
7.3 
7.6 
8.1 
9.2 
11.4 
11.8 
13.9 
16.2 

22.6 
18.5 

3.7 
5.0 
5.7 
5.9 
7.3 
8.4 
8.1 
8.1 
7.4 
9.5 
10.0 
10.0 
10.0 
9.8 

10.7 
11.3 
11.4 
11.5 
13.8 

10.8 
13.5 
14.1 
12.7 
14.8 
14.7 
14.7 
16.7 
17.2 
18.3 
17.9 
17.9 

21.6 
22.7 

24.7 
23.4 
23.4 
24.1 
23.3 

25.3 
27.5 
29.2 
29.4 
28.4 

33.0 
34.1 
30.4 

34.9 
42.1 

47.6 

17.8 

27.6 

22.9 

26.7 

35.2 

27.8 

37.1 

27.0 

28.3 

36.0 

32.1 

34.6 

35.0 

31.0 

29.0 

30.0 

34.4 

33.0 

36.1 

33.2 

35.3 

33.7 

33.7 

28.4 

37.5 

25.6 

33.6 

34.7 

30.4 

32.0 

31.6 

29.8 

18.9 

33.7 

23.8 

31.5 

32.8 

18.9 

31.3 

33.5 

29.5 

25.6 

25.2 

24.1 

23.0 

16.1 

17.8 

17.7 

17.7 

62.1 

33.1 

51.7 

33.7 

21.8 

34.9 

19.1 

33.6 

32.0 

20.5 

32.9 

22.8 

23.8 

25.3 

38.6 

22.5 

24.1 

30.0 

22.7 

14.6 

27.2 

21.4 

24.3 

37.7 

17.3 

40.3 

20.6 

16.2 

28.3 

27.1 

28.7 

27.8 

41.9 

13.4 

26.2 

21.1 

13.8 

39.2 

21.5 

19.0 

17.6 

26.4 

23.3 

17.2 

22.7 

33.7 

19.4 

9.6 

9.0 

10.9 

29.1 

13.6 

27.9 

29.5 

22.9 

29.1 

24.4 

24.8 

27.6 

17.7 

25.7 

24.3 

25.9 

15.4 

29.5 

22.9 

18.7 

20.7 

29.6 

16.3 

23.8 

20.3 

11.7 

22.0 

9.6 

21.2 

24.1 

15.0 

14.2 

12.6 

11.7 

2.1 

16.6 

13.6 

11.8 

15.4 

4.1 

4.4 

8.4 

12.4 

6.5 

10.1 

5.7 

4.6 

2.2 

3.3 

4.0 

3.4 

3.9 

4.0 

4.4 

4.2 

4.6 

4.3 

4.5 

4.5 

4.3 

4.3 

5.1 

4.5 

4.3 

5.0 

4.0 

4.2 

4.5 

4.2 

4.3 

5.9 

4.4 

4.1 

4.5 

4.5 

4.3 

4.5 

4.3 

4.4 

4.1 

4.0 

4.0 

3.8 

8.9 

5.3 

5.1 

3.9 

4.3 

3.8 

8.8 

4.3 

3.7 

4.0 

3.8 

8.6 

3.8 

3.7 

8.4 

4.0 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就職や再就職がしやすいこと

新たに事業を起こしたり、地域の活性化に取り組む人財が育成されて…

企業誘致などによって働く場が生み出されること

農林水産業を支える担い手や組織がいること

都市と農山漁村の住民がお互いに行き来し、交流が活発であること

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用が進んでいること

ボランティア・NPO活動や地域活動がしやすいこと
原子力関係施設の安全性に関する情報を知りたいときに入手できること

原子力関連施設の安全が確保されていること

海外との交流や協力活動が活発であること

県外や海外から観光客が多く訪れること

地元企業が医療・健康・福祉や環境・エネルギーなど新たな分野で活…

職場や家庭・地域において男女がともにわかち合い、支え合う男女共…

障害者が自立して生活できること

地元の企業が活発に活動していること

障害のある児童生徒に適した教育上の支援がなされること

地域住民が協力して青少年育成に取り組んでいること

子どもが能力を伸ばせる教育を受けられること

省エネルギーが進んでいること

家庭内暴力や児童虐待などについて相談しやすいこと

生涯を通じて教養を高め、趣味を広げられること

青森県産の農林水産物や加工品などが県外や海外で売られていること

自然の大切さを体験する機会が充実していること

県内の観光地や観光施設が充実していること

商品・サービスへの不満や苦情について相談できるところがあること

自分に適したやりがいのある仕事ができること

子どもが青森の歴史や文化を学ぶ教育を受けられること

森林・農地や漁港の整備などを通して環境の保全・再生が進められて…

芸術や文化にふれることができる環境があること

地震、台風、津波などに対する防災と被災後の対策がしっかりしてい…

高齢者や障害者をはじめ誰もが安心して外出できること

スポーツを楽しむことができる環境があること

雪が積もっても、安心して快適に暮らせること

農林水産物の生産や加工が活発であること

安心して子どもを産み育てられる環境が整っていること

高齢者が元気でいきいきと生活できること

インターネットや携帯電話などを利用し、暮らしが便利であること

バス、電車などで、通勤、通学、買い物などがしやすいこと

イライラやストレスなど精神的緊張が少ないこと

犯罪や交通事故に巻き込まれることを心配せずに安心して暮らせること

ごみの減量、リサイクルが進んでいること

県内の道路が便利で移動しやすいこと

新幹線、飛行機、フェリーなどを使って旅行や出張がしやすいこと

病気の予防や健康の相談・指導が受けやすいこと

公園や下水道など身のまわりの生活環境が整備されていること

近くの商店街などで買い物ができること

病気のときに適切な診断や治療が受けられること

豊かな自然やきれいな水と空気が保たれていること

新鮮で安全な食品が買えること

生活局面の現状認識（充足度）

満たされている やや満たされている

どちらともいえない あまり満たされていない・満たされていない

わからない 無効・無回答
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